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生徒等の情報報告・共有化　　　　　　　　　　　　


（学年部会・生徒指導部会、職員会議等）　　　





いじめ等の情報把握


（全職員）





「いじめ」もしくは、「いじめの疑い」事案の把握





○「いじめ防止対策委員会」は、資料提供等、調査に協力




































































い　じ　め　対　応　　　　　（※状況によって対応内容・順番等は異なる）





「いじめ防止対策委員会」の開催


・情報確認・対応方針決定・関係機関との連絡





全職員で情報共有・事実報告・対応方針の共通理解・役割分担





生徒指導主事に報告





重大事態と判断したとき


三島市教育委員会に発生の報告





管理職（校長・教頭・教務）に報告





暴力等を伴ういじめ


三島警察署に連絡





市教委の指導・助言のもと学校による調査





関係機関との連携（三島市教育委員会・三島警察署・三島市こども未来課・三島市青少年相談室・東部児童相談所・ＰＴＡ等）





○三島市教育委員会の付属機関「三島市いじめ問題対策委員会」による調査





当該生徒への事実確認（複数教員で対応）


被害生徒への面談　②加害生徒への面談





被害生徒の保護者との連携（・事実報告・対応方針説明）





「いじめ防止対策委員会」


・事実確認　・被害生徒及び加害生徒への対応協議


・他の生徒への指導内容協議　・役割分担





全職員で情報の共有・経過報告・対応策についての共通理解





被害生徒、加害生徒、他の生徒への対応





被害生徒等の保護者への連携


・経過報告　・加害生徒等への指導内容の説明等





加害生徒の保護者への連絡


・事実報告　・指導内容の説明等　


・今後の指導への協力のお願い





全職員で情報の共有　　今後のいじめ対応について共通理解








三島市教育委員会にいじめ状況報告（月１回）


※重大事態（学校が調査）のとき


三島市教育委員会に調査報告書を提出





経　過　観　察





被害生徒・保護者への連絡


・経過報告・学校での生徒等の様子報告　　　








